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は
じ
め
に

　
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
紀
要
』
二
〇
号
～
二
五
号
で
は
広
橋
綱
光
（
一
四
三
一

―
一
四
七
七
）
の
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
か
ら
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
の
暦
記

の
翻
刻
を
行
い
、
前
号
二
五
号
ま
で
で
現
在
確
認
で
き
た
暦
記
の
紹
介
を
終
え
た
。

そ
こ
で
こ
の
後
は
再
び
時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
、
綱
光
の
記
し
た
日
次
記
の
紹
介
を

行
っ
て
い
き
た
い
。
今
号
で
は
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
日
次
記
、
文
安
六
年
正
月

～
三
月
記
、
そ
し
て
文
安
五
年
の
石
清
水
放
生
会
奉
行
に
関
わ
る
符
案
を
取
り
上
げ

る
。
本
記
全
体
の
概
略
に
つ
い
て
は
二
〇
号
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

　

こ
の
時
期
の
将
軍
は
足
利
義
政
、
天
皇
は
後
花
園
天
皇
で
あ
る
。
綱
光
は
文
安
二

年
に
元
服
し
、
翌
三
年
に
父
兼
郷
を
失
っ
た
。
文
安
五
年
時
に
は
一
八
歳
、
右
兵
衛

佐
で
、
正
月
に
正
五
位
下
に
昇
叙
し
、
蔵
人
に
補
さ
れ
た
。
広
橋
家
の
当
主
と
し
て

本
格
的
な
出
仕
を
開
始
し
た
時
期
で
あ
る
。
翌
六
年
正
月
に
は
さ
ら
に
正
五
位
上
に

昇
っ
た
。
連
年
の
昇
叙
に
「
二
个
年
共
加
叙
、
不
相
忩
歟
、
雖
然
祖
父
之
嘉
例
之
間

申
入
、
朝
奨
之
至
、
殊
年
始
嘉
例
、
旁
以
祝
着
〳
〵
」（
正
月
六
日
条
）
と
喜
び
を

記
し
て
い
る
。

　

主
な
内
容
を
見
る
と
、
文
安
五
年
に
は
石
清
水
放
生
会
、
北
野
社
の
夢
想
連
歌
、

源
高
明
に
対
す
る
贈
位
宣
下
な
ど
の
記
事
が
あ
る
。こ
の
う
ち
放
生
会
に
つ
い
て
は
、

綱
光
が
奉
行
を
勤
め
て
お
り
、
上
卿
以
下
に
出
仕
を
命
じ
る
文
書
な
ど
の
控
を
集
成

し
た
符
案
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
こ
ち
ら
も
あ
わ
せ
て
翻
刻
し
た
。
符
案
の
表

紙
に
七
月
二
〇
日
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
に
奉
行
を
命
じ
ら
れ
、
そ

の
た
め
の
帳
面
を
誂
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
卿
・
参
議
・
弁
な
ど
身
分
に
よ
る
細
か

な
書
札
礼
へ
の
配
慮
も
窺
え
る
史
料
で
あ
る
。
放
生
会
は
本
記
に
も
記
さ
れ
て
い
る

通
り
、
石
清
水
社
の
触
穢
に
よ
る
延
引
、
神
人
訴
訟
に
よ
る
延
引
を
経
て
、
九
月
一

九
日
に
催
行
さ
れ
た
。
暦
記
・
日
次
記
・
別
記
・
符
案
が
並
行
し
て
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
綱
光
の
記
録
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　

文
安
六
年
は
正
月
叙
位
、
白
馬
節
会
、
近
衛
教
基
の
大
納
言
拝
賀
、
踏
歌
節
会
、

祈
年
穀
奉
幣
の
準
備
、小
除
目
な
ど
儀
式
に
関
す
る
内
容
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

蔵
人
と
し
て
朝
儀
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
綱
光
の
意
気
が
窺
え
る
。

　

ま
た
本
記
で
は
「
委
有
公
事
奉
行
箱
」（
文
安
五
年
九
月
二
九
日
条
）「
先
例
等
、

納
公
事
奉
行
箱
」（
文
安
六
年
正
月
七
日
条
）ま
た「
入
法
楽
連
歌
并
一
万
句
箱
」（
文

安
五
年
八
月
一
九
日
条
）「
愚
詠
箱
」（
文
安
六
年
二
月
一
〇
日
条
）
と
い
う
表
現
が

史
料
紹
介綱

光
公
記　
─
─
文
安
五
年
記
・
文
安
六
年
正
月
～
三
月
記
・
文
安
五
年
符
案
─
─

遠　
　

藤　
　

珠　
　

紀

須　
　

田　
　

牧　
　

子

田　
　

中　
　

奈　
　

保

桃　
　

崎　
　

有
一
郎
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散
見
さ
れ
る
。
綱
光
が
文
書
な
ど
を
テ
ー
マ
別
に
箱
に
分
け
て
整
理
し
て
い
た
こ
と

が
窺
え
、
興
味
深
い
。
後
年
応
仁
の
乱
時
に
は
、
綱
光
邸
も
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
「
座

右
并
公
事
奉
行
・
宣
旨
・
宣
命
・
勘
例
・
勅
書
・
南
都
以
下
」
の
百
余
合
が
焼
失
し

た
と
嘆
い
て
い
る
（
応
仁
元
年
暦
記
八
月
二
一
日
条
。『
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

二
五
号
参
照
）。
こ
の
百
余
合
も
同
様
に
内
容
別
に
分
類
さ
れ
た
箱
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
書
誌
情
報
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
文
安
五
年
記
は
、
現
在
散
逸
し
て
い
る
。

今
回
確
認
で
き
た
自
筆
部
分
は
、
①
東
京
理
科
大
学
近
代
科
学
資
料
館
下
浦
文
庫
蔵

の
『
具
註
暦　

仮
名
暦
』（
下
〇
〇
〇
一
）
に
含
ま
れ
る
二
月
一
一
日
条
（
前
後
欠
）、

②
広
橋
興
光
氏
蔵
『
接
綱
御
記
』
の
六
月
二
九
日
～
七
月
二
日
条
（
後
欠
）、
③
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
綱
光
公
記
』
の
八
月
一
日
～
九
月
二
九
日
条
で
あ
る
。

　

東
京
理
科
大
学
近
代
科
学
資
料
館
『
具
註
暦　

仮
名
暦
』
は
、
中
世
の
具
注
暦
・

仮
名
暦
の
断
簡
を
集
め
て
成
巻
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
暦
は
広
橋
家
歴
代
の

暦
記
、
日
次
記
紙
背
か
ら
脱
落
し
た
も
の
で
あ
り
、
綱
光
公
記
の
断
簡
数
点
も
含
ま

れ
る
。
二
月
一
一
日
条
は
第
六
紙
と
し
て
貼
り
つ
が
れ
、
紙
背
は
応
永
七
年
（
一
四

〇
〇
）
九
月
一
五
日
～
二
〇
日
の
具
注
暦
で
あ
る
。
こ
の
応
永
七
年
具
注
暦
の
紙
背

は
『
綱
光
公
暦
記
』
文
安
四
年
記
の
貼
継
紙
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
前
年
に
使
用

さ
れ
た
残
り
が
使
用
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
な
お
『
具
註
暦　

仮
名
暦
』、
お
よ

び
年
次
比
定
に
つ
い
て
は
、尾
上
陽
介「
東
京
理
科
大
学
近
代
科
学
資
料
館
所
蔵『
具

註
暦　

仮
名
暦
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
一
八
号
、
二

〇
〇
八
年
）
で
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
広
橋
興
光
氏
蔵
『
接
綱
御
記
』
も
断
簡
が
集
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
に
文
安
五
年
六
月
二
九
日
条
～
七
月
二
日
条
に
該
当
す
る
二
紙
が
含
ま
れ

て
い
る
。
冒
頭
に
は
「
文
安
五
年
／
六
月
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
六
月
二
九
日
と
い

う
中
途
半
端
な
日
付
な
が
ら
一
巻
の
冒
頭
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
日
記

は
文
安
三
年
仮
名
暦
の
一
一
月
二
九
日
～
一
二
月
三
〇
日
を
翻
し
て
記
さ
れ
て
い

る
。
暦
を
翻
し
て
使
用
す
る
場
合
、
年
末
部
分
の
紙
背
が
最
初
に
来
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
点
か
ら
も
巻
の
冒
頭
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
次
に
述
べ
る
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
所
蔵
の
八
月
一
日
条
か
ら
は
反
古
紙
の
紙
背
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
仮
名

暦
の
紙
背
は
使
い
終
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
か
ら
推
す
に
、
本
来
六
月
二
九
日

よ
り
七
月
末
ま
で
は
、
お
お
よ
そ
仮
名
暦
一
年
分
一
二
～
一
三
紙
一
巻
に
日
記
が
記

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
は
八
月
一
日
条
～
九
月
二
九
日
条
ま
で
一
巻
一
四
紙
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
Ｈ
六
三
―
六
五
七
）。
紙
背
は

書
状
等
の
反
古
が
用
い
ら
れ
、
題
簽
に
は
「
綱
光
公
記
〈
文
安
五
年
八
月
一
日
―
九

月
廿
九
日
／
自
筆
本
〉
一
巻　
『
綴
合
こ
の
ま
ヽ
』」
と
あ
る
。
冒
頭
は
「
蔵
人
右
兵

衛
佐
／
文
安
五
年
／
八
月
」
と
は
じ
ま
り
、
当
初
よ
り
八
月
記
か
ら
一
巻
が
仕
立
て

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

続
く
文
安
六
年
（
宝
徳
元
年
）
記
も
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

正
月
四
日
～
二
月
二
二
日
条
（
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
Ｈ
六
三
―
六
五
八
）、

三
月
一
日
～
六
月
一
〇
日
条
（
同
Ｈ
六
三
―
六
五
九
）、
七
月
一
日
～
九
月
二
六
日

条
（
同
Ｈ
六
三
―
六
六
〇
）、
一
〇
月
四
日
～
一
一
月
二
一
日
条
（
同
Ｈ
六
三
―
六

六
一
）、
一
二
月
一
日
～
三
〇
日
条
（
同
Ｈ
六
三
―
六
六
二
）
の
五
巻
に
分
か
れ
て

い
る
。
本
号
で
は
分
量
の
関
係
か
ら
、
正
月
～
三
月
記
部
分
を
翻
刻
し
た
。
正
月
四

日
～
二
月
二
二
日
条
は
、
文
安
五
年
の
間
明
一
行
の
具
注
暦
の
五
月
八
日
～
一
二
月

五
日
部
分
を
翻
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
題
箋
に
は
「
綱
光
公
記
〈
自
宝
徳
元
年

正
月
四
日
至
二
月
廿
二
日　

自
筆
本
／
首
間
尾
闕
（
正
月
四
日
五
日
以
前
、
自
二
月

十
五
日
尾
至
十
七
日
、
及
廿
三
日
以
後
闕
、）〉
壱
巻　
『
綴
合
改
め
た
る
通
り
』」
と

あ
る
。
三
月
一
日
～
六
月
一
〇
日
条
は
同
じ
く
文
安
五
年
の
間
明
一
行
の
具
注
暦
の

序
正
月
一
日
～
五
月
二
〇
日
部
分
、
お
よ
び
間
明
き
な
し
の
具
注
暦
を
翻
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。
題
箋
に
は
「
綱
光
公
記
〈
自
宝
徳
元
年
三
月
一
日
至
六
月
十
日
（
尾
欠
）

　

自
筆
本
／
間
欠
（
自
五
月
一
日
至
廿
九
日
首
闕
、）〉
一
巻　
『
綴
合
改
め
た
る
通

り
』」
と
あ
る
。
こ
の
文
安
六
年
記
は
具
注
暦
の
紙
背
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
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欠
損
部
の
お
お
よ
そ
の
分
量
が
わ
か
る
。
紙
背
の
間
明
き
一
行
の
具
注
暦
は
、
お
お

よ
そ
十
日
分
で
一
紙
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
す
る
と
、
冒
頭
正
月
一
日
よ

り
四
日
条
ま
で
は
二
紙
分
が
失
わ
れ
て
い
る
。
正
月
一
六
日
条
冒
頭
は
現
在
剥
離
し

て
い
る
が
、
文
字
の
残
画
を
重
ね
あ
わ
せ
る
と
そ
の
ま
ま
接
続
し
、
脱
落
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
二
月
一
二
日
条
に
は
二
か
所
の
裁
断
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
か

所
は
い
ず
れ
も
紙
背
の
具
注
暦
で
は
一
行
分
程
度
が
失
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、

日
記
記
事
と
し
て
は
現
在
見
え
て
い
る
部
分
の
み
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
も
う
一

か
所
二
月
一
五
日
条
後
半
か
ら
一
八
日
条
ま
で
裁
断
が
見
え
る
。
こ
ち
ら
は
紙
背
具

注
暦
か
ら
は
一
紙
分
が
脱
落
し
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。
こ
の
欠
損
部
分
に
つ
い
て

は
、
後
述
の
「
御
代
々
御
記
御
抜
書
御
写
」
か
ら
一
部
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

分
量
と
し
て
は
も
う
少
し
記
事
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
二
月
二
二
日
条
～
三
月

一
日
条
に
か
け
て
も
、
二
紙
分
の
脱
落
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

自
筆
本
は
以
上
で
あ
る
が
、
広
橋
興
光
氏
所
蔵
「
御
代
々
御
記
御
抜
書
御
写
」
に

よ
っ
て
補
っ
た
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
期
に
広
橋
家
の
代
々
の
記
録
か
ら
必
要

と
さ
れ
た
部
分
を
書
き
抜
い
た
も
の
で
あ
り
、
今
回
紹
介
し
た
中
で
も
文
安
六
年
正

月
七
日
の
白
馬
節
会
、
一
六
日
の
近
衛
教
基
の
拝
賀
、
二
月
一
五
日
～
一
七
日
の
小

除
目
の
記
事
が
一
部
抜
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
対
校
す
る
こ
と
に
よ
り
自
筆
本

で
欠
損
し
て
い
る
文
字
を
補
っ
た
。
ま
た
二
月
一
五
日
条
後
半
か
ら
一
六
日
条
の
一

紙
分
は
現
在
で
は
完
全
に
失
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
抜
書
作
成
時
点
で
は
ま
だ
貼
り

つ
が
れ
て
い
た
よ
う
で
、
続
け
て
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
部
を
復
元

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　

な
お
本
稿
で
紹
介
し
た
文
安
五
年
記
の
う
ち
、
東
京
理
科
大
学
近
代
科
学
資
料
館

所
蔵
分
に
つ
い
て
は
尾
上
陽
介
氏
「
東
京
理
科
大
学
近
代
科
学
資
料
館
所
蔵
『
具
註

暦　

仮
名
暦
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
一
八
、
二
〇
〇

八
年
）
で
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
分
に
つ
い
て
は
野
村
朋
弘
氏
「
史
料
紹
介

『
綱
光
公
記
』
自
文
安
五
年
八
月
一
日
至
九
月
二
十
九
日
」（『
史
学
研
究
集
録
』
三

五
、
二
〇
一
〇
年
）
で
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
が
さ
れ
て
お
り
、
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

こ
の
ほ
か
本
号
で
は
、
広
橋
興
光
氏
所
蔵
『
広
橋
綱
光
符
案
』
を
翻
刻
し
た
。
こ

の
史
料
は
宿
紙
を
袋
綴
じ
の
帳
面
に
仕
立
て
て
い
る
。
表
紙
に
は
「
蔵
人
右
兵
衛
佐

藤
原
綱
光　

放
生
会
奉
行
〈
文
安
五
七
廿
〉」
と
あ
り
、
綱
光
が
奉
行
し
た
文
安
五

年
の
放
生
会
に
関
す
る
文
書
の
控
え
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

末
尾
に
な
る
が
調
査
・
翻
刻
を
御
許
可
下
さ
っ
た
広
橋
興
光
様
・
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
・
東
京
理
科
大
学
近
代
科
学
資
料
館
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
「
室
町
後
期
・
織
豊
期
古
記
録
の
史
料
学
的
研
究
に
よ
る
政
治
・

制
度
史
再
構
築
の
試
み
」（
科
研
費
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）　

研
究
代
表
遠
藤
珠
紀
）
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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【
凡
例
】

・�

翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、文
書
の
貼
り
継
ぎ
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、「　

」で
括
っ

て
示
し
た
。
紙
継
は
」
で
示
し
た
。

・�

文
字
は
お
お
む
ね
現
時
通
用
の
字
体
に
改
め
、
改
行
は
原
則
と
し
て
追
い
込
み
と

し
た
。
傍
書
・
挿
入
箇
所
も
適
宜
本
文
中
に
追
い
込
み
と
し
た
。

・
本
文
に
は
読
点
お
よ
び
並
列
点
を
適
宜
加
え
た
。

・
尊
敬
を
表
す
闕
字
は
適
宜
存
し
た
。

・�

欠
損
の
箇
所
は
お
よ
そ
の
字
数
を
計
っ
て
□
ま
た
は

で
示
し
た
。
抹
消
さ
れ

た
文
字
は
左
傍
に
〻
を
付
し
、判
読
不
能
の
塗
抹
文
字
は
、お
よ
そ
の
字
数
を
計
っ

て
■
ま
た
は

と
し
た
。
判
読
不
能
の
文
字
は

で
示
し
た
。
ま
た
残
画
に
よ

り
文
字
が
推
定
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
文
字
を
□
の
中
に
示
し
た
。

・�

本
文
中
で
校
訂
に
よ
り
改
め
ら
れ
る
べ
き
文
字
や
加
え
ら
れ
る
べ
き
文
字
は

〔　
　

〕、
人
名
注
な
ど
参
考
の
た
め
の
も
の
は
（　
　

）
に
入
れ
傍
に
記
し
た
。

な
お
人
名
注
は
現
在
通
用
す
る
家
名
お
よ
び
名
を
用
い
、
各
月
の
初
出
時
に
示
し

た
（
例
え
ば
室
町
殿
は
足
利
三
春
あ
る
い
は
義
成
で
な
く
義
政
と
し
た
）。
入
道

し
た
者
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
法
名
を
示
し
、
続
い
て
俗
名
を
示
し
た
。

・�

底
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
部
分
の
冒
頭
に
符
号
を
付
し
て
示
し
た
。
符
号
は
広
橋

興
光
氏
蔵
『
接
綱
御
記
』
を
接
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
綱
光
公
記
』
を
綱
、

東
洋
理
科
大
学
近
代
科
学
資
料
館
蔵
『
具
註
暦　

仮
名
暦
』
を
具
、
広
橋
興
光
氏

蔵
「
御
代
々
御
記
御
抜
書
御
写
」
を
抜
と
し
た
。
底
本
の
脱
落
を
広
橋
興
光
氏
蔵

「
御
代
々
御
記
御
抜
書
御
写
」
で
補
う
場
合
は
、［　

］
で
囲
ん
で
本
文
中
に
組

み
入
れ
、
そ
の
傍
に
抜
を
附
し
た
。

・
そ
の
他
、
適
宜
○
を
付
し
て
注
記
を
示
し
た
。

（
文
安
五
年
）

「　
○
前
欠
、二
月
一

一
日
条
ナ
ラ
ン
、

万
国
斉
知
文
徳
新　

遠
人
来
服
太
平
辰

廟
門
花
柳
知
吾
否　

今
夜
初
吟
翰
苑
春

　

春

　
　

正
五
位
下
行
大
内
記
兼
因
幡
権
守
菅
原
朝
臣
「
在
治
」
○
「
在
治
」ノ
二
字
、文

字
中
央
上
朱
線
ア
リ
、

聖
化
道
煕
復
暦
春　

将
知
文
徳
太
平
辰

重
逢
禹
貢
包
茅
日　

雨
露
恩
光
及
遠
人�

」

「
文
安
五
年

　
　

六
月

廿
九
日
、
晴
、
少
雨
下
、
祗
候　

禁
裏
、
有
御
一
献
、
人
々
祗
候
、
有
御
短
□
、
初

度
拝
領
、
祝
着
〳
〵
、

　

待
恋
也
、

入
夜
退
出
、�

」

卅
日
、
尽
夏
也
、
依
召
参　

禁
裏

御
一
献
也
、
御
舟
事
云
々

申
沙
汰
也
、

事
々
幸

　
　

七
月

一
日
、
晴
、
尤
雖
可
参　

室
町
殿
、
御
所
□
有
乙
穢
子
細
、
仍
人
々
不
可
参
由
被
仰

下
、
非
職
程
只
雖
参
、
侍
中
間
不
可
然
之
間
、
不
参
也
、
蔵
人
右
少
弁
相
談
者
也
、

及
夕
祗
候　

禁
裏
、
拝
領
御
盃
退
出
、
権
弁
以
下
顕
言
朝
臣
等
祗
候
、
事
々
珍
重
也
、

二
日
、
晴
、
今
日
雖
当
番
、
口
熱
所
労
散
々
式
間
、
他
人
雖
相
語
、
折
節
」
○
後

欠
、

「　
　
　
　
　

蔵
人
右
兵
衛
佐
藤
原
綱
光

文
安
五
年

　
　

八
月

具接

〔
尺
カ
〕

（
足
利
義
政
）

（
日
野
勝
光
）

（
甘
露
寺
親
長
）（
山
科
）

歴

（
唐
橋
）
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一
日
、
陰
、
早
旦
参　

室
町
殿
如
例
、
珍
重

二
日
、
晴
、
自
柳
栄
御
返
被
下
間
、
参
畏
存
□
申
入
了
、

十
五
日
、
雨
下
、
可
歎
〳
〵
、
放
生
会
依
宮
中
穢
延
引
、
驚
存
也
、
此
由
自
社
家
不

注
進
、
為
之
如
何
、
然
而
自
武
家
及
御
鬮
云
々
、
於
公
家
も
可
被
相
尋
先
規
事
也
、

只
社
家
無
沙
汰
也
、
雖
然
相
尋
先
例
注
進
、
則
披
露
了
、
何
も
延
引
也
、
抑
此
穢
者
、

松
原
古
井
へ
小
物
落
入
了
、
依
其
也
云
々
、
猶
驚
存
外
無
他
也
、
依
御
鬮
延
引
了
、

可
為
来
月
十
五
日
由
被
下
仰
候
間
、其
分
相
催
也
抑
今
日
御
短
尺
二
拝
領
、」詠
進
了
、

又
入
夜
祗
候
、
有
当
座
御
会
、
一
首
拝
領
、�

」

十
六
日
、
晴
、
依
当
番
祗
候
、

十
七
日
、
晴
、
赤
松
左
馬
助
頸
御
実
見
也
、
仍
人
々
御
太
刀
進
上
、
則　

関
白
以
下

余
等
参
賀
、
就
惣
別
珍
重
〳
〵
、
幸
甚
〳
〵
、

十
八
日
、
晴
、
有
和
漢
百
韻
、

十
九
「
日
天
晴
早
朝
あ
る
人
き
た
り
依
北
野
御
夢
想
云
々
是
雖
不
可
□
引
何
事
問
答

処
昨
日
夜
夢
想
ニ
去
十
三
日
拾
物
を
余
第
三
可
作
云
々
是
連
歌
也
祝
着
也
一
向
雖
不

沙
汰
作
候
了
中
物
可
置
之
由
之
御
夢
想
也
云
々
神
慮
之
至
感
悦
〳
〵
自
今
日
三
个
日

令
参
詣
也
入
法
楽
和
歌
并
一
万
句
箱
了
委
見
其
了
」
○
「　

」内

抹
消
サ
ル
、

廿
日
、
早
旦
参
詣
北
野
社
、
依
今
日
当
番
祗
候
、

廿
一
日
、
早
旦
後
北
野
社
参
詣
、
事
々
可
成
就
也
、
祝
着
〳
〵
、

廿
四
日
、
晴
、
今
日
北
野
法
楽
連
歌
百
韻
沙
汰
進
也
、
先
度
三
句
■
也
置
之
、
入
夕

事
終
可
成
就
也
、
祝
着
〳
〵
、

廿
五
日
、
入
夜
小
雨
下
、
午
刻
計
向
日
野
亭
、
是
文
談
也
、
論
語
一
巻
業
忠
談
之
、

終
日
儀
也
、
及
晩
帰
蓽
、」
今
日
栽
鞠
懸
也
、
東
庭
也
、
何
悪
木
也
、

廿
六
日
、
雨
下
、

廿
七
日
、
祗
候　

禁
裏
、
御
一
献
也
、

廿
七
日
、
祗
候　

禁
裏
、
御
一
献
也
、

　
　

九
月

一
日
、
晴
、
早
旦
参　

室
町
殿
如
例
、
珍
重
〳
〵
、
御
所
中
仍
丙
穢
間
、
一
日
中
有

其
憚
候
間
、
雖
当
番
不
祗
候　

禁
裏
也
、

三
日
、
晴
、
昨
日
今
御
所
御
他
界
云
々
、
驚
外
無
他
也
、
御
長
病
也
、
抑
此
間
皆
以

詠
百
首
、
預
進
理
証
院
、
所
望
点
了
、
到
来
、
比
興
〳
〵
、
明
後
日
贈
位　

宣
下
延

引
了
、
其
分
相
催
了
、
例
幣
中
無
何
不
可
然
云
々
、
仍
■
也
、

四
日
、

九
日
、
雨
下
、
風
急
、
入
夜
猶
甚
、
早
旦
参　

室
町
殿
如
例
、
珍
重
〳
〵
、
秉
燭
以

前
祗
候　

禁
裏
、
是
平
座
依
分
配
也
、
右
少
弁
勝
光
、
少
納
言
為
賢
、
上
卿
新
大
納

言
、
参
儀
不
参
、
上
卿
依
遅
参
為
及
暁
鐘
、
為
之
如
何
、

上
卿
」
参
先
有
着
陣
、

蔵
人
方
吉
書
予
覧
之
、
史
両
人
不
祗
候
、
大
弁
不
参
、
然
間
官
方
申
文
弁
不
可
下
由
、

被
申
上
卿
、
尤
歟
、
史
一
人
祗
候
也
、
所
詮
官
方
吉
書
被
略
之
、
蔵
人
方
以
下
也
可

覧
云
々
、
猶
委
可
尋
記
、
着
陣
儀
如
例
、

祗
上
卿
着
陣
、
奥
、召

官
人
召
外
記
、
是
何
哉
、
不
可
召
外
記
事
也
、
比
興
〳
〵
、
可

召
奉
行
蔵
人
也
、
後
被
招
予
、
々
上
卿
次
座
下
、
大
夫
君
達
に
酒
可
賜
由
被
奏
之
、

予
退
帰
出
、
次
上
卿
次
座
下
仰
々
詞
、
其
様
、
不
出
給
ス
、
跡
ノ
マ
ヽ
ニ
行
ヘ
、
上

卿
微
唯
、
予
退
、
上
卿
召
官
人
召
弁
、
仰
宜
陽
殿
装
束
事
歟
、
無
宜
陽
殿
間
、

近
代
被
用
陣
座
、上
卿
以

下
退
出
、
次
史
参
進
、
申
宜
陽
殿
装
束
了
由
、
上
卿
次
陣
、
如
何

次
弁
着
座
、
少
納
言

同
之
、
二
献
也
、
如例

、風
雨
間
不
見
及
、
次
上
卿
進
弓
場
、
為
雨
儀
間

軒
郎
下
也
、経
高
遣
戸
、
着

沓
上
卿
立
前
、
次
取
杖
経
本
路　

奏
聞
、
次
文
与
杖
取
合
、
如
初
下
上
卿
、
其
儀

如
例
、上

卿
帰
着
陣
、
弁
・
少
納
言
下
之
歟
、

抑
酒
科
雖
異
儀
申
仰
含
、
先
参
今
夜
着
也
、」
今
夜
帯
釼
如
例
、
尤
雖
可
召
随
身
具

不
事
行
間
、
以
略
儀
為
先
、
雖
当
番
退
出
也
、
無
為
、
祝
着
〳
〵
、

十
五
日
、
雨
下
、　

禁
裏
女
房
達
、
為
御
代
官
毎
年
御　

参
宮
云
々
、
仍
典
侍
殿
御

参
宮
也
、
珍
重
〳
〵
、

（
足
利
義
政
）

〔
〳
〵
カ
〕

〔
営
〕

〻 五

〻 旁〻 畢
、

（
則
繁
）

（
一
条
兼
良
）

〔
招
カ
〕

〻

（
勝
光
）

（
清
原
）

〻 九

（
足
利
義
政
）

（
宗
済
）

〔
性
〕

〻

（
日
野
）

（
五
条
）

（
木
造
持
康
）

〔
議
〕

頃
之

〻

〻 申
文
可〻

〻

〻 計
〻
〻

〻 則

〻 着

〻

〻 着

〻 着

〻 如
例
、〻

〔
廊
〕

〔
料
〕

（
広
橋
綱
子
、綱

光
祖
父
兼
宣
ノ
女
）
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抑
今
日
放
生
会
、
去
月
依
穢
今
月
延
引
之
処
、
依
神
人
訴
訟
今
ニ
遅
引
、
驚
存
者
也
、

所
詮
未
被
行
云
々
、

十
八
日
、
晴
、
放
生
会
于
今
未
被
行
、
珍
事
此
事
也
、
仍
参
議
・
弁
帰
京
云
々
、
上

卿
以
下
未
帰
落
云
々
、
何
一
両
日
不
留
哉
、
然
間
神
人
訴
訟
八
十
余
个
条
云
々
、
雖

然
落
居
了
処
、
参
議
・
弁
依
帰
京
今
日
又
延
引
、
言
語
道
断
事
也
、
此
由
堅
々
仰
含

両
人
、
但
自
武
家
可
申
由
所
奉
也
、
仍
弁
明
旦
可
参
向
云
々
、
参
議
不
可
叶
云
々
、

珍
事
〳
〵
、
雖
然
一
人
不
参
例
多
分
也
、
如
此
業
忠
」
勘
進
、
両
人
不
参
例
不
覚
悟

云
々
、

　
　

参
議
不
参
例
、

弘
安
五
年
八
月
十
五
日

乾
元
々
年
八
月
十
五
日

　
　

弁
不
参
例
、

嘉
慶
三
年
八
月
十
五
日

応
永
廿
二
年
八
月
十
五
日

仍　

奏
聞
之
処
、
参
議
不
参
之
分
可
被
沙
汰
之
由
被
仰
下
、
仍
上
卿
・
弁
、
武
家
人

々
此
由
申
達
了
、
以
外
事
也
、
入
晩
又
自
八
幡
注
進
云
、
今
日
旦
始
行
云
々
、
言
語

道
断
事
也
、
然
事
子
細
相
尋
処
、
武
家
奉
行
申
云
、
神
人
訴
訟
落
居
、
已
可
被
行
処
、

参
議
・
弁
依
帰
京
于
今
如
此
、
仍
此
間
神
人
訴
訟
又
可
出
来
、
々
々
者
又
二
三
日
も

遅
引
、
太
不
可
然
、
所
詮
不
可
例
入
、
為
上
卿
且
可
始
行
之
由
、
武
家
奉
行
申
云
々
、

上
卿
為
一
人
不
可
始
行
之
由
、
雖
何
度
」
故
障
云
々
、
雖
然
武
家
奉
行
堅
申
間
、
不

及
力
始
行
云
々
、
以
外
事
也
、
乍
去
近
年
如
此
遅
引
歎
存
者
也
、
先
如
形
所
被
行
条
、

也
此
由　

奏
聞
、」
以
外
之
由
被
仰
者
也
、
仍
弁
重
不
可
参
向
由
申
遣
了
、
猶

雖
有
子
細
難
書
尽
、
者
也
如
此
十
九
日
被
行
例
、
今
年
初
也
、
歎
有
余
者
也
、
■　

神
慮
難
計
、
可
恐
〳
〵
、

廿
日
、
晴
、
向
日
野
亭
、
仍
当
年
二
歳
子
腹
之
所
労
以
外
云
々
、
言
語
道
断
事
也
、

為
■
如
何
、
今
日
已
他
界
云
々
、
不
便
〳
〵
、

廿
一
日
、
晴
、
御
局
御
下
向
也
、
無
為
、
珍
重
〳
〵
、
抑
自
飯
尾
肥
前
入
道
奉
行
申

云
、
松
枝
一
本
送
■
云
々
、
八
幡
三
社
神
輿
中
御
所
鳥
ノ
口
ニ
帰
幸
路
ニ
テ
ク
ハ
ヘ

タ
リ
、
仍
取
是
進
上　

室
町
殿
之
処
、
可
致　

奏
聞
之
由
、
被
仰
下
候
云
々
、
言
語

道
断
事
、
珍
重
事
也
、
軈　

奏
聞
返
之
、
珍
重
之
由
有
御
返
事
也
、
入
夜
参　

室
町

殿
、
申
入
此
由
、
退
出
、

廿
二
日
、
晴
、
昨
日
松
枝
御
蔵
ニ
被
納
云
々
、
仍
申
出
進
上
行
方
者
也�

」

廿
四
日
、入
夜
少
雨
下
、　

神
宮
事
初
日
次
定
也
、奉
行
頭
左
大
弁
也
、委
可
尋
記
也
、

廿
九
日
、
入
夜
雨
少
下
、
今
夜
贈
位　

宣
下
也
、
依
申
沙
汰
、
秉
燭
以
前
参　

内
、

上
卿
四
条
大
納
言
、
弁
左
中
弁
教
忠
朝
臣
、
少
納
言
継
長
朝
臣
、
大
内
記
不
参
、
少

納
言
懃
代
、
六
位
外
記
・
史
等
祗
候
、
陣
官
人
依
遅
参
始
行
遅
々
、
為
之
如
何
、
雖

然
無
程
参
之
間
、
申
入
始
行
、
○
仍
上
卿
着
陣
、
予
仰
々
詞
、
其
様
、

　
　

�

左
大
臣
正
二
位
源
朝
臣
、
高
、宜

被
送
贈
従
一
位
、
令
作
詔
書
・　

宣
命
・
位
記

ヨ
、

上
卿
着
座
下
仰
之
、奥
、上

卿
唯
候
、
次
経
本
路
退
出
、
帯
釼
、

紫
段
帯
、上
卿
着
端
座
召
外
記
歟
、

雨
中
間
不
及
見
、
委
相
尋
可
記
也
、
陣
之
儀
了
上
卿
進
弓
場
、
被
奏　

宣
命
・
位
記
、

詔
書
・
請
印
近
代
被
略
、
仍
予
自
高
遣
戸
着
沓
、
立
上
卿
前
、
上
卿
懐
中
笏
、
被
奏

宣
命
草
、
予
取
之
、
自
本
路
於
台
盤
所
妻
戸
口
、
以
内
侍
奏
之
、
則
被
返
下
、
予
取

之
、
経
本
路
下
上
卿
、
又　

宣
命
・
位
記
被
奏
如
初
、
又
下
上
卿
軒
廊
下
停
立
、
依

雨
儀
也
、
上
卿
帰
着
陣
、
召
外
記
歟
、
後
召
少
納
言
賜
之
退
出
、
是
西
宮
左
大
臣
高

明
公
、
源
家
人
也
、
一
二
百
年

歟
、
醍
醐
天
皇
之
」
御
宇
人
也
、
遠
国
之
間
是

山
科
内
蔵
頭
顕
言
朝
臣
申
請
、
備
中
国
水
田
郷
内
蔵
頭
家
領
也
、
是
在
所
為
■
■
勧

請
神
云
々
、
彼
申
正
一
位
神
位
分
也
雖
然
為
上
勧
請
神
之
儀
無
■
間
、
神
位
之
分

正
一
位
不
可
然
間
、被
送
贈
従
一
位
、仍
申
請
仁
内
々
期
日
、少
納
言
遣
了
猶
委
可
記
、

両
局
□
先
例
勘
進
有
之
、
左
遷
之
仁
也
、
委
有
公
事
奉
行
箱
也
、�

」

〔
洛
〕

（
清
原
）

〻 申

〻 奉
行

〻

〻 遣
〻 先

〻 然
者

珍
重
〳
〵
、

〻

〻
〻

且

之

（
永
祥
、為
種
）

三
枝
也
、
度

〻 遣
奉〻

〻 畢
、〻

（
坊
城
俊
秀
）

（
隆
夏
）

（
葉
室
）

（
高
辻
）

〻 内
記〻

（
マ
マ
）

〔
緂
〕

〻
〻

〻 内

（
源
）

〻
〻
〻
〻

（
英
賀
郡
）

〻 此

土
民

〻 然

〻 畢
、〻

勅〻

之

〻 儀
〻

〻
〻
〻

〻 彼
朝
臣
、

〔
等
カ
〕

（
勝
光
）

（
高
明
）
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「　
　
　

贈
位　

宣
下
日

　
　
　
　

今
月
廿
九
日
壬
子

　
　
　
　
　
　

九
月
廿
一
日　

陰
陽
頭
有
季�

」

「　

兼
名
勘
進

　
　
　

贈
位
以
後
被
勧
請
神
近
例
、

大
体
寺
殿

　

延
文
三
年
二
月
十
二
日
贈
従
二
位
、
元
従

三
位
、

　

年
月
日
贈
正
二
位

　

康
安
二
年
七
月
廿
二
日
勧
請
奉
号
大
蔵
宮
、

林
光
院
殿

　

永
享
元
年
九
月
十
七
日
贈
従
一
位
、
元
正

二
位
、

　

同
廿
九
日
勧
請
奉
号
新
大
蔵
宮
、

天
禄
元
年
左
遷
、
自
国
中
注

進
云
々
、

備
中
国
莫
賀
郡
水
田
郷
、

　
　

左
大
臣
正
二
位
、

天
元
五
年
十
二
月
十
六
日
薨
、
永
観
二
年
二
月
十
七
日
、
神
ニ
祝
申
、
今
号
郡
大
明
神
、�」

「　
　

神
社
贈
位
例

元
暦
元
年
三
月
廿
七
日
北
野
小
社
有
御
贈
位
事
、

宰
相
殿
贈
従
二
位
元
三

位
、　

和
泉
殿
贈
従
三
位
、
元
四

位
、

乾
元
々
年
十
二
月
十
日
宰
相
殿
贈
従
一
位
、
和
泉
殿
贈
正
二
位
、
元
徳
二
年
十
一
月

廿
四
日
宰
相
殿
贈
正
一
位
、
和
泉
殿
贈
従
一
位
、
貞
治
元
七
月
廿
二
日
大
倉
宮
勧
請

被
贈
正
位
、
元
贈
従

二
位
、

正
長
元
正
月
十
七
日
新
大
倉
宮
勧
請
、永
享
元
年
九
月
十
七
日
新
大
倉
宮
贈
従
一
位
、

　
　
　

八
月
十
二
日　
　
　
　

大
外
記
清
原
業
忠

応
永
十
三
年
六
月
卅
日
贈
位　

宣
下
也
、

藤
原
量
子
被
贈
従
三
位
、
上
卿
権
中
納
言
藤
原
資
藤
卿
、
少
納
言
長
遠
朝
臣
、
左
少

弁
藤
原
有
光
朝
臣
、
職
事
頭
左
中
弁
豊
房
朝
臣
、
少
外
記
中
原
師
野
、
中
務
丞
菅
原

長
政
、
大
内
記
不
参
、
師
野
懃
代
、
将
監
代
陣
官
人
、
史
不
参
、
位
記
請
印
并　

宣

命
奏
下
如
常
、
彼
」
位
記
・　

宣
命
少
納
言
給
之
、
令
向
等
持
寺
院
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

大
外
記
清
原
業
忠�

」

（
文
安
六
年
正
月
）

「

早
旦
参　

室
町
殿
、
其
儀
如
例
、
毎
々
幸
甚
〳
〵
、
其
以
後
方
々
参
、

五
日
、
晴
、
入
夜
参
内
、
是
依
叙
位
也
、
関
白
以
下
悉
参
之
後
、
先
内
覧
、
職
事
悉

着
小
板
敷
、
先
頭
左
大
弁
奉行

、内
覧
□
儀
如
例
、
次
第
参
、
事
給
奏
聞
、
其
儀
如
例
、

陣
□
事
終
有
御
前
之
儀
、
余
懃
□
紙
後
、
早
出
、
夜
々
之

也
、
抑
今
度

申

文
、
以
上
六
通
也
、
此
外
少
分
也
、
但
例
年
如
形
歟
、
余
申
文
二
通
選
定
、
引
裏
紙
、

一
通
式
部
丞
、
一
通
府
奏
也
、
皆
着
短
尺
、
目
六
取
六
位
、
定
仲

也
、
事
終
、
自
下
﨟
退
、

　

今
夜
、
余
装
束
之
□

　
　

縫
腋
其
外
如
例
、
但
帯
釼
尤
可
略
歟
、如
何
、猶
可
尋
知
、

猶
可
略
之
条
勿
論
、違
失
之
至
也
、

公
卿

　

執
筆
、左府
、□
我
大
納
言
、
鷲
尾
中
納
□
、
菅
」
宰
相
、

六
日
、
晴
、
白
馬
事
催
也
、
先
夜
正
上
令
加
叙
也
、
二
个
年
■
共
加
叙
、
不
相
忩
歟
、

雖
然
祖
父
之
嘉
例
之
間
申
入
、
朝
奨
之
至
、
殊
年
始
嘉
例
、
旁
以
祝
着
〳
〵
、

七
日
、
晴
、
酉
剋
以
前
参
内
、
今
夜
節
会
、
余
申
沙
汰
、
依
検
非
違
使
闕
也
、
先
北

陣
、
内
々
御
覧
、
職
事
只
余
一
人
也
、
六
位
一
人
、
政仲

、左
右
祗
候
、
此
条
尤
可
略
歟
、

只
以
出
納
可
仰
也
、
又
近
来
如
此
進
退
勿
論
歟
云
々
、
猶
可
仰
出
納
也
、
余
以
笏
管

人
気
色
、
進出

、事
終
堂
上
、
内
弁
以
下
催
、
其
後
陣
儀
始
行
、［
先
有
加
］
叙
之
儀
、

（
貼
継
紙
）

（
土
御
門
）

（
貼
継
紙
）

（
卜
部
）

（
足
利
直
義
）

休〻

〻 倉

（
足
利
義
嗣
）

〔
英
〕

高
明
公

（
貼
継
紙
）

（
菅
原
輔
正
）

（
菅
原
定
義
）

錦
小
路
殿

林
光
院
殿

（
三
宝
院
安
芸
法
眼
女
、足
利
義
満
側
室
）

（
町
）

（
坊
城
）

（
日
野
）

（
万
里
小
路
）

歴

（
足
利
義
政
）

（
一
条
兼
良
）下〻

（
坊
城
俊
秀
）

〔
終
カ
〕

〔
儀
カ
〕

〔
窮
カ
〕

以〻

（
慈
光
寺
）

（
鷹
司
房
平
）

〔
久
〕

（
隆
遠
）

〔
言
〕
（
東
坊
城
益
長
）

（
正
五
位
上
）

（
文
安
五
年
正
月
五
日
叙
正
五
位
下
）

（
広
橋
兼
宣
）

（
五
辻
）

〔
官
〕

（
正
親
町
三
条
実
雅
）

抜

（
通
尚
）
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是
執
柄
御
申
陣
儀
、
事
終
内
弁
進
南
殿
庭
上
、
其
儀
如
例
、
腋
御
膳
右
少
弁
申
沙
汰
、

其
外
内
侍
扶
持
事
、
両
頭
・
左
少
也
、
余
立
叙
外
兵
也
、
式
月
輪
□
相
、
皆
以
叙
位

一
級
也
、
余
装
束
色
目
、

　

�

闕
腋
袍
、
巻
纓
老
懸
、
半
臂
襴
、
有
忘

緒
、
」
蒔
絵
太
刀
、
在
尻

鞘
、

平
胡
籙
、

在
間

塞
、

蒔
絵
弓
、

靴
、
青地

、
紫
段
平
緒
、
魚
袋
、
但
臨
期

撤
了
、

余
今
夜
帯
釼
堂
上
、
三
節
会
皆

以
也
、

内
々
申
談
、
執
柄
着
陣
出
陣
之
時
、
一
［
度
帯
］
釼
、

一
度
略
之
由
、
万
里
小
路
前
内
府
指
南
也
、
但
帯
釼
自
初
堂
上
之
上
者
、
出
陣
何
度

勿
論
候
歟
云
々
、
猶
可
尋
知
事
也
、

抑
今
夜
栖
奏
・
立
楽
停
止
、
舞
姫
・
坊
家
可
為
停
止
歟
之
由
、
大
外
記
同
北

陣
、
先
例
雖

勘
進
、
関
白
不
可
然
之
由
有
仰
、
仍
如
例
、
徳
治
之
例
不
快
云
々
、
其
外
御
例
者
、

無
出
御
之
時
儀
也
、
或
者
出
御
之
時
停
止
之
例
、
神
輿
入
洛
之
時
儀
也
、
今
度
之
儀

相
違
之
間
、
可
為
如
例
之
由
、
関
白
被
仰
也
、
仍
其
分
也
、
夜
中
事
終
退
□
事
々
違

乱
之
条
、
祝
着
〳
〵
、
殊
初
度
申
沙
汰
無
為
、
珍
重
〳
〵
、
先
例
等
、
納
公
事
奉
行

箱
、

　
　

参
仕
公
卿

帥
大
納
言
三
条
実

雅
卿
、　

四
条
大
納
言
隆
夏

卿
、　

今
出
川
中
納
言�

」

月
輪
宰
相
家輔

、　

菅
宰
相
益長

、

　
　

少
納
言

為
賢
朝
臣
但
臨
期
平
有　
　

参

陣
、為
賢
依
所
労
也
、

　
　

弁

冬
房
朝
臣

　
　

近
衛
府

　
　
　

左

忠
富
朝
臣
、
基
有
朝
臣
、
季
春
朝
臣
、
定
輔
、

　
　
　

右

教
親
朝
臣

右
馬
頭
代
、但
定
輔
懃
也
、

左
相
共
例
勿
論
云
々
、

抑
今
夜
外
任
奏
之
時
、
不
被
奏
左
右
馬
頭
也
、
事
■
之
間
、
不
仰

も
有
例

歟
、
以
外
無
人
、
為
之
如
何
〳
〵
、
今
夜
陽
明
大
納
言
令
□
級
給
、
正
二

位
、
抑
可
被
載

加
叙
小
折
紙
歟
事
否
、
申
談
殿
下
処
、
雲
客
殿
上
雲
客
等
加
叙
上
者
、
不
可
有
子
細

之
由
被
仰
、
其
由
奏
聞
之
間
、
被
載
小
折
紙
、�

」

十
二
日
、
早
旦
、
参
瑞
雲
院
、
先
□
御
月
□
是
毎
年
之
儀
也
、
僧
両
三
人
、
頃
之
□

蓽
、

十
三
日
、
晴
、

十
四
日
、
晴
、
後
瑞
雲
院
御
月
忌
、
僧
一
人
、
於
瑞
雲
院
供
之
、
不
及
参
、
夜
々
窮

□
也
、

十
五
日
、
雪
少
下
、
今
日
又
幸
甚
〳
〵
、
五
个
日
先
参
慈
母
之
御
方
、
被
下
御
盃
、

珍
重
〳
〵
、
於
予
方
有
一
献
、

十
六
日
、
昼
之
間
雪
下
、
入
夜
月
明
、
似
秋
夜
、
寒
気
甚
、
今
夜
陽
明
大
納
言
御
拝

賀
也
、
供
奉
、
秉
燭
之
程
、
着
束
帯
、
先
参
陽
明
、
少
々
祗
候
、
今
夜
可
押
分
配
之

由
□
頭
弁
被

間
申
入
云
々
、」
参
内
、
帯
釼
、魚
袋
、右
、

此
外
如
例
、

分
配
押
時
分
也
、
蔵
人
右
少

弁
不
参
、
事
終
又
参
陽
明
、
被
召
御
装
束
之
程
也
、
抑
前
殿
御
拝
申
次
之
事
、
自
兼

日
予
可
懃
仕
之
由
被
仰
、
雖
然
分
配
等
毎
々
取
乱
、
少
所
労
之
間
、
旁
故
障
、
其
上

家
司
冬
俊
朝
臣
也
、
可
被
仰
之
由
申
入
、
毎
事
未
練
之
間
、
猶
可
懃
仕
之
由
被
仰
、

然
も
冬
俊
朝
臣
可
■
■
由
被
仰
、
所
存
之
分
仰
含
、
且
暦
応
四
年
之
御
記
、
殿
下　

御
拝
賀
、　

禁
裏
申
次
御
勤
仕
同
前
也
、
已
以
及
暁
鍾
云
々
、
為
之
如
何
、
臨
期
供

奉
人
進
庭
上
、
大
納
言
殿
立
御
定
後
、
冬
俊
朝
臣
自
中
門
前
御
目
前
立
、
着
沓
、
無

笏
、
御
一
揖
後
、
深
揖
、
帰
本
路
、」
自
沓
脱
入
中
門
、
出
切
妻
、
無
沓
、

持
笏
、当
御
眼
前
、

深
揖
、
其
後
御
揖
之
後
、
蹲
居
、
自
本
路
退
出
、
着
沓
、
御
二
拝
之
後
、
禅
閤
御
方

申
次
羽
林
、
御
嘉
例

云
々
、
可
尋
記
、
此
間
候　

仙
洞
辺
、
御
乗
車
之
後
御
参
、
御
舞
踏
、

御
対
面
、
又　

禁
裏
之
辻
辺
相
待
、
自
陽
明
門
代
御
下
車
、
以
下
﨟
為
先
、
皆
以
取

松
明
、
予
不
取
、
禁
色
御
免
之
間
、
不
取
者
例
也
、
経
床
子
之
前
、
令
進
立
弓
場
給
、

（
一
条
兼
良
）

（
日
野
勝
光
）

叙
列
之
儀
見
宣
記
、

（
坊
城
俊
秀
・
柳
原
資
綱
）

（
勧
修
寺
教
秀
）

列〻

〔
宰
〕

（
家
輔
）

〔
緂
〕

共〻

有〻
〻

抜

（
時
房
）

〔
国
脱
〕

（
教
季
）

（
五
条
）

〔
政
朝
臣
カ
〕

（
万
里
小
路
）

左
馬
頭
代

（
白
川
）

坊
家
奏

（
園
）

（
四
辻
）

（
松
殿
）

（
木
造
）

（
近
衛
教
基
）

（
一
条
兼
良
）

〻
〻

（
綱
光
父
兼
郷
、文
安
三
年
四
月
一
二
日
没
）

〔
考
〕

〔
忌
〕

〔
帰
〕

（
綱
光
祖
父
兼
宣
、永
享
元
年
九
月
一
四
日
没
）

〔
屈
〕

（
豊
子
女
王
）

（
近
衛
房
嗣
）

（
竹
屋
）

〻 者

仰
含

（
近
衛
教
基
）

〔
踞
〕

（
近
衛
忠
嗣
）

〻
〻
〻
〻
〻
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此
時
弁
・
少
納

言
・
両
局
候
床
子
、弁
・
少
納
言
答
揖
、
両
局
蹲
居
歟
、
不
及
見
、
堂
上
申
次
供
奉
人

禅
閣
御

申
次
仕
、羽
林
、
帯釼

、其
儀
同
前
、
御
舞
踏
之
後
令
着
殿
上
給
、
内
々
御
対
」
面
、
頭
弁

申
次
、
抑
供
奉
人
羽林

、懃
申
次
之
事
、
御
嘉
例
度
々
代
々
此
分
云
々
、
申
次
之
事
来
談

向
之
内
暦
応
四
年
任
御
記
、
所
存
之
分
相
含
、
帯
釼
之
事
、
帰
出
之
後
帯
釼
嘉
例
歟
、

雖
然
供
奉
之
間
帯
釼
然
間
不
及
撤
之
条
可
然
歟
之
由
仰
含
之
趣
、
前
殿
尤
之
由
被
仰

云
々
、
闕
腋
也
、
供
奉
羽
林
皆
以
闕
腋
、
予
又
闕
腋
・
帯
釼
、
頃
之
御
着
陣
、
官
・

蔵
人
方
吉
書
、
一
向
頭
左
大
弁
被
仰
中
弁
、
右
中
弁
教
忠

朝
臣
、候
床
子
座
、
史
同
候
、
先

官
方
申
文
、
也
後
蔵
人
方
云
々
然
不
覧
蔵
人
方
吉
書
御
帰
座
云
々
、
為
之
如
何
、
御

亡
却
歟
、
頭
左
大
弁
以
官
人
潜
申
間
、
又
御
着
座
云
々
、
言
語
道
断
事
也
、
群
集
為

之
如
何
、
事
終
之
後
、
又
御
着
陣
、
節
会
内
弁
御
懃
仕
故
也
、
其
儀
如
例
、
内
弁
之

儀
、
又
如
例
、
謝
座
御
堂
上
、
腋
御
膳
、
予
申
沙
汰
両
度
、
尤
以
不
便
、
事
終
腋
御

腋
供
終
之
後
入
御
、
抑
坊
家
奏
、
内
弁
持
之
進
弓
場
給
云
々
、
□
人
可
被
持
事
也
為

之
如
何
、
御
亡
却
云
々
舞
姫
以
後
退
出
、
節
会
奉
行
蔵
人
左
少
弁
教秀

、也
、
事
終
事
、

日
出
之
時
」
分
云
々
、
抑
御
拝
賀
事
、
条
々
予
申
沙
汰
、
家
司
未
練
之
間
、
可
申
沙

汰
之
由
、
別
而
被
仰
之
間
申
沙
汰
、
不
便
散
状
続
加
右
、
○
散
状
、今

見
エ
ズ
、

公
卿
冷
泉
三
位
、

抑
今
夜
立
楽
停
止
、
残
歌
止
笛
云
々
仰
詞
云
々
、
今
夜
参
陣
散
状
、
可
尋
記
、

　
　
○
約
二
行

分
空
白
、

十
七
日
、
晴
、
藤
堂
宿
所
出
向
、
珍
重
〳
〵
、�
」

十
八
日
、
晴
、
蓮
花
王
院
修
正
申
沙
汰
、
左
中
弁
参
向
、
不
及
散
状
、

十
九
日
、
晴
、
依
当
番
祗
候　

禁
裏
、�
」

廿
日
、
晴
、
参　

室
町
殿
、
御
嘉
例
之
猿
楽
也
、
大
名
共
祗
候
、
入
夜
退
出
、
有
御

出
、
人
々
御
太
刀
進
上
、
予
同
之
、
三
条
・
飛
鳥
井
入
道
等
祗
候
、

廿
三
日
、
晴
、
小
雨
下
、
速
水
宿
所
出
向
、
珍
重
〳
〵
、

廿
四
日
、
晴
、
風
急
、
依
当
番
祗
候　

禁
裏
、

廿
五
日
、
晴
、
方
々
参
賀
、

廿
九
日
、
晴
、
慈
母
御
参　

室
町
殿
、　

禁
裏
■
侍
以
下
皆
以
御
参
、
有
猿
楽
、
依

召
参
、
入
夜
退
出
、
大
名
」
以
下
祗
候
、

　
　

二
月

一
日
、
晴
、
早
旦
参　

室
町
殿
、
午
剋
以
前
也
、
依
日
蝕
也
、
毎
々
珍
重
〳
〵
、

三
日
、
晴
、
官
務
来
、
祈
年
穀
奉
幣
事
、
近
年
無
沙
汰
不
可
然
之
間
、
以
別
勅
、
被

下
女
房
之
奉
書
、
仍
相
副
予
奉
書
、
帰
給
官
務
、
々
々
遣
頭
人
方
ヘ
云
々
是
参
庭
上
、

内
々
官
務
如
此
御
沙
汰
不
然
由
申
入
了
云
々
、

四
日
、
晴
、
法
楽
有
和
漢
、
百韻

、一
月
先
両
度
也
、
抑
自
伝
奏
有
使
者
、
来
月
武
家
御

移
徙
云
々
、
御
共
之
事
御
点
之
由
相
催
、
先
以
畏
存
之
由
返
答
、
了
布
衣
上

、云
々
、

早
可
令
存
知
之
由
同
」
返
答
了
、
定
日
未
定
云
々
、
珍
重
々
々
、
錦
織
寺
来
洛
、
有

来
楽
也
、

五
日
、
晴
、
依
当
番
祗
候　

禁
裏
、
今
夜
御
局
事
也
、
入
夜
帰
参
、
入
御
及
半
更
者

也
、
珍
重
〳
〵
、
千
秋
万
歳
、
毎
春
御
儀
、
勿
論
〳
〵
、
幸
甚
〳
〵
、
及
乱
舞
、
祗

候
人
々
、
内
蔵
頭
顕
言

朝
臣
、・
権
弁
親
長

朝
臣
、・
予
・
侍
従
雅行

、・
少
将
公澄

、・
土
御
門
児
・
蔵
人
、

政仲
、四
辻
少
将
季春

、・
少
将
教
国
・
極
﨟
定仲

、等
雖
召
不
参
、
入
御
之
後
人
々
祗
候
、

雖
然
、
虫
所
労
散
々
之
間
、
退
出
、
内
蔵
人
頭
虫
所
労
之
由
相
語
者
也
、
入
夜
雪
下
、

寒
気
甚
、

六
日
、
晴
、
寒
如
冬
夜
日
、
微
雪
下
、
就
祈
年
穀
奉
幣
事
、
官
務
来
、
然
而
可
遣
奉

書
於
頭
人
仍
其
沙
汰
也
、
自
妙
法
院
殿
嘉
例
之
御
壇
供
五
面
拝
領
、
長
有
奉
書
、

私
二
面
送
給
■
」
不
相
替
御
沙
汰
一
段
畏
存
之
由
、
返
事
書
遣
了
、
藤
室
方
へ
二
面
、

長
遣
云
々
、
事
々
沙
汰
祝
着
〳
〵
、

七
日
、

十
日
、
晴
、
入
夜
雨
下
、
今
日　

禁
裏
祗
候
、
仍
当
番
也
、
相
番
公
澄
、
抑
室
町
殿

唐
門
被
引
云
々
、
細
川
官
領
一
円
奉
行
云
々
、
珍
重
〳
〵
、　

〔
踞
〕

（
坊
城
俊
秀
）

〻
〻

〻 間
、

之
上
者
、

〻
〻

（
坊
城
俊
秀
）

〔
左
〕

（
葉
室
）

〻 其

也
、

〻
〻

〔
忘
〕

〻
〻

〔
膳
〕

〻 令

歟
、

〻

〔
忘
〕

〻 歟
、〻

（
勧
修
寺
）

祝
着
〳
〵
、

〻
〻

〔
左
〕

（
持
為
）

〻
〻

（
景
敦
カ
）

（
葉
室
教
忠
）

（
正
親
町
三
条
実
雅
）

（
祐
雅
、雅
世
）

（
浄
誉
、景
益
カ
）

典

〻 殿
以
下〻

〻
〻

（
足
利
義
政
）

（
大
宮
長
興
）

返〻

武
家
奉
行

摂〻
津
入
道
云
々
、

（
常
承
、満
親
）

〻
〻
〻
〻
〻

中〻

（
中
山
親
通
）

（
足
利
義
政
）

可
為

〻
（
綱
光
弟
慈
範
）

上〻

典
侍
殿

（
広
橋
綱
子
）

（
山
科
）

（
甘
露
寺
）

（
庭
田
） 正

親
町

（
顕
親
ヵ
）

（
五
辻
）

（
滋
野
井
）

（
慈
光
寺
）

（
マ
マ
）

〻

（
摂
津
満
親
）

方
へ
〻
〻
〻 了〻
〻

（
明
仁
法
親
王
）

宮
、
〻

庁〻
〔
堂
〕

庁〻

依〻

番〻 （
正
親
町
）

〔
管
〕（
勝
元
）
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十
二
日
、
晴
、
御
月
忌
也
、
僧
両
人
供
養
如
例
、
尤
雖
可
参
瑞
雲
院
、
風
気
旁
故
障

之
間
、
不
参
、
兼
又
今
日
禁
裏
御
会
云
々
愚
詠
二
首
詠
進
、
先
進
草
、
被
加　

勅
筆
、

畏
存
候
也
、
毎
度
々
先
進
草
也
、
皆
」
有
愚
詠
箱
、
去
月
も
詠
進
二
首
也
、
今
度
御

題
、�

」

　
　

沢
夏
草　
　

夕
千
鳥

度
　々

勅
題
也
、
内
々
御
会
者
也
、
終
日
除
目
事
習
礼
、
抑
昨
日
奉
書
遣
頭
人
方
、

祈
年
穀
奉
幣
諸
司
注
進
事
也
、
雖
然
、
諸
司
注
進
不
到
来
、
直
に
遣
摂
津
方
へ
云
々
、

彼
方
人
よ
り
伝
た
ふ
言
語
道
断
之
儀
也
、
其
様
、

祈
年
穀
奉
幣
諸
司
注
進
、
如
此
候
、
任
例
可
令
申
沙
汰
給
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

綱
光�

」

　

摂
津
掃
部
頭
入
道
殿　

猶
々
、
此
事
行
事
官
可
召
仰
也
、
言
語
道
断
、
未
練
比
興
〳
〵
、

十
三
日
、
時
々
雨
下
、
御
捧
物
進
上
、
件
送
文
案
、

　
　

広
橋
家
御
捧
物
事
、

　
　
　
　

御
太
刀
一
腰
金
、

　
　
　
　

杉
原
十
帖

　
　
　
　
　

二

　
　

　
　十

四
日
、
時
々
雨
下
、

十
五
日
、
晴
、
昼
之
間
少
雨
下
、
今
日
温
般
也
、
舎
利
・
尺
加
象
等
奉
供
養
、
捧
物

等
如
例
、
瑞
雲
院
入
来
、
有
舎
利
礼
、
仍
当
番
祗
候
、
就
祈
年
穀
奉
」
幣
事
不
思
儀

代
目
出
来
、
令
迷
惑
者
也
、
委
見
祈
年
穀
奉
幣
記
、
自　

室
町
殿
源
氏
并
万
葉
等
被

進　

禁
裏
、
御
使
烏
丸
中
納
言
、
兼
又
明
日
可
有
小
除
目
云
々
、
奉
行
頭
左
大
弁
、

是
一
条
大
納
言
任
左
大
将
給
云
々
、
右
三
条
実
量
也
、
此
日
比
左
事
、
雖
被
申
一
条

大
納
言
殿
摂
家
之
間
、
左
勿
論
之
由
、
関
白
被
申
所
存
、
仍
而
相
論
、
応
永
廿
六
・

廿
七
年
記
に
は
左
右
相
共
闕
之
時
、
凡
人
縦
雖
為
上
首
、
摂
家
可
為
左
也
云
々
、
然

而
今
一
条
任
例
令
任
給
歟
、
尤
以
珍
重
〳
〵
、
殊
更
左
今
度
闕
也
、
旁
々
勿
論
〳
〵

歟
、
日
野
前
中
納
言
」［
国
盛
卿
任
大
納
言
、
遂
出
家
之
儀
云
々
、
依
病
気
歟
、
予

宣
下
了
、

十
六
日
、
晴
、
今
夜
別
殿
行
幸
云
々
、
小
除
目
之
間
可
為
内
々
歟
之
由
、
昨
日
被
仰

了
、

　
　

権
大
納
言
源
持
康
還
任

也
、

　
　

権
中
納
言
藤
原
公
綱
三
条
宰

相
中
将
、

　
　

参
議
藤
原
持
為
冷
泉

三
位
、

　
　

左
近
大
将
藤
原
教
房
兼
、一
条
大

納
言
殿
也
、

　
　
　
　

文
安
六
年
二
月
十
六
日

被
行
小
除
目
、
四
人
也
、
尤
可
被
憚
歟
、
定
先
例
候
哉
、
不
知
、
猶
可
尋
記
、
応
永

度
四
十
人
小
折
紙
候
き
、
尤
不
可
然
之
由
被
置
記
、］

「　
○
前

欠
、

十
八
日
、
雨
下
、
終
日
宣
記
取
六
目
了
、

廿
日
、
朝
程
雨
下
、
自
牛
剋
属
晴
、
依
当
番
祗
候　

禁
裏
、
坊
城
頭
卿
番
也
、
終
日

談
語
者
也
、

廿
一
日
、
晴
、
今
日
春
日
祭
也
、
上
卿
中
御
門
大
納
言
、
弁
教
秀
、
使
内
蔵
頭
顕
言

朝
臣
、
出
車
可
尋
記
、
以
前
上
卿
・
使
依
未
領
状
延
引
、
今
日
被
行
云
々
、
奉
行
左

少
弁
教
秀
也
、
然
に
早
旦
行
水
沙
汰
、
別
而
奉
拝　

慶
神
也
、
無
何
、
一
日
神
事
月

水
輩
不
同
家
也
、
和
漢
聯
句
、
行
蔵
被
張
行
、
尤
有
其
興
、

廿
二
日
、
晴
、
今
日
法
楽
有
和
漢
百
韻
、
有
其
興
、
行
蔵
・
瑞
雲
院
等
来
臨
、」
○
以

下
二

紙
分

欠
、

　
　
（
三
月
・
前
欠
）

一
日
、
晴
、
早
旦
参　

室
町
殿
、
毎
々
如
例
、
珍
重
〳
〵
、
向
裏
亭
、
自
其
参
陽
明
、

（
広
橋
兼
郷
）

〻 間
、〻

〻

（
満
親
）

尤
可
付
奉
行
也
、緩
怠
之
至
、

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻

〔
涅 

槃
〕

〔
釈 

迦 

像
〕

〻 依

〔
題
〕

（
資
任
）

（
坊
城
俊
秀
）

（
教
房
）

〻 望
申
、〻

一
条

云
、

〻
〻

抜

（
木
造
）

（
三
条
）

（
冷
泉
）（

一
条
）

歴
〔
十
七
日
カ
〕

〔
目 

録
〕

〔
午
〕

（
俊
秀
）
〔
弁
カ
〕

（
宗
継
）

（
勧
修
寺
）

（
山
科
）

〔
敬
〕

（
足
利
義
政
）

（
日
野
勝
光
）

（
近
衛
房
嗣
）
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庭
桜
爛
漫
者
也
、
被
出
御
盃
、
祝
着
〳
〵
無
極
、
可
候
円
座
之
由
、
度
々
雖
有
、
御

礼
不
参
、
是

也
、
猶
有
他
人
者
可
候
也
、
入
晩
参　

内
、
被
下
御
盃
之
後
退
出
、

自
愛
〳
〵
、
○
「
退
出
」ノ
上
欄

ニ
挿
入
符
ア
リ
、

三
日
雨
下
参
室
町
殿
如
例

三
日
、
雨
下
、
今
夜　

禁
裏
有
御
一
献
、
是
花
御
賞
翫
云
々
、
仍
参
内
、
及
数
献
、

当
座
有
御
会
、
只
被
出
御
製
一
首
、
皆
以
詠
進
、
密
々
被
講
、
読
師
親
長
朝
臣
、
講

師
顕
言
朝
臣
、
散
々
也
、
皆
興
〳
〵
、
何
余
不
被
仰
哉
、
当
家
之
人
祗
候
之
時
、
勿

論
事
也
、
但
未
練
之
間
不
及
微
音
者
也
、
其
後
当
東
炎
」
上
、
是
万
里
小
路
、
蔵
人

政
仲
宿
所
前
云
々
、
仍
退
出
歟
、
不
及
余
焼
、
珍
重
〳
〵
、

　
　

余
一
首
詠
進
、

に
ほ
へ
猶
あ
ま
つ
雲
ゐ
の
さ
く
ら
花　

み
は
や
す
我
も
万
代
ま
て
に

　
　

愚
詠

万
代
を
ち
き
る
雲
ゐ
の
さ
く
ら
花　

に
ほ
ひ
も
色
も
万
代
君
か
ま
に
〳
〵

　

遅
参
之
間
殊
に
皆
興
〳
〵
、
御
短
尺
也
、

四
日
、
晴
、
今
日
参　

禁
裏
、
御
和
漢
百
韻
也
、
天
明
之
後
退
出
、

六
日
、
雨
下
、
当
番
也
、
余
以
下
皆
々
一
献
申
沙
汰
、
済
々
、
及
乱
舞
、
天
明
之
後

退
出
、

十
日
、
晴
、
内
裏
内
々
御
会
、
月
次
御
短
」
尺
進
上
、
二
首
也
、

十
一
日
、
晴
、
風
和
、
今
日
室
町
殿
新
造
之
御
移
徒
也
、
委
有
別
記
、
珍
重
〳
〵
、

無
為
無
事
、
公
私
祝
着
無
極
也
、
入
夜
退
出
、
申
剋
也
、

廿
三
日
、
晴
、
今
日
県
召
除
目
也
、
秉
燭
以
後
着
楚
々
束
帯
、

縫
腋
袍
、此
外
如

例
、無
帯
釼
、

習
礼
両

三
度
後
参　

内
之
処
、
未
参
奉
行
、
一
身
之
外
無
是
、
参　

御
前
、
頃
之
頭
弁
参
、

頭
左
大
弁
・
予
三
人
外
侍
中
未
参
、
雖
相
待
或
所
労
、
或
軽
服
云
々
、
五
位
侍
中
一

人
之
例
先
蹤
不
審
也
、
暁
更
之
時
分
内
覧
奏
聞
、
予
暦
応
五
年
御
記
引
見
所
沙
汰
也
、

仍
而
不
及
巨
細
、
先
頭
弁
覧
、
次
左
大
弁
、
次
予
、
奏
聞
、
悉
着
小
板
敷
、
左
大
弁

申
文
転
予
、
々
取
之
、
懐
中
、
結
中
、三

通
也
、

跪
」
兀
子
前
、
取
杖
挿
申
文
、
鳥
口
ニ
、申
文
ノ
紙

ヒ
ネ
リ
ハ
ナ
ヲ
指
入

テ
挿
也
、不

落
儀
也
、

立
揚
入
上
戸
、
自
高
遣
戸
前
妻
戸
伺
御
目
、
参
進
、
膝
行
、
左
手
揚
御
簾
、

以
右
手
指
入
杖
、
令
文
取
給
後
、
乍
持
杖
、
亀居

、跪
前
、
御
覧
了
、
令
指
出
給
、
次
置

杖
、
右
方
、

不
鳴
、給
文
以
左
手
揚
御
簾
、
取
申
文
置
前
、　

袖
テ
宣
紙
捻
、
発
懸
紙
、
先
上
、

次
下
、
奥
先
下
、
次
上
、
申
文
ヲ

右
方
ニ

引
寄
テ

、
申
文
取
一
テ

左
方
発
ヲ
シ
ヲ
レ
テ

眼
路
読
之
、任
天
気
テ
後
巻
之
、四
五
寸
ハ
カ
リ
之
時
、手
上
ニ

ヲ
シ
ノ
セ
テ
巻
之
後
、

如
初
申
文
杖
下
取
ソ
ヘ
テ
退
、
杖
ヲ

本
所
立
、
申
文
頭
弁
帰
遣
了
也
、
此
後
撰
定
、

一
身
云
袖
書
云
短
尺
書
之
、
不
便
〳
〵
、
於
目
六
者
及
闕
如
者
、
雖
可
取
頭
弁
、
六

位
可
取
由
被
命
之
間
、
源
定
仲
取
之
、
以
大
間
書
之
、
兼
用
意
、
不
及
失
歟
、
可
謂

無
念
事
歟
、
抑
今
夜
諸
司
奏
無
之
、
不
審
大
一
也
■
」
転
任
有
之
、
近
代
無
之
歟
、

今
夜
条
々
、

　

公
卿
当
年
給　
　

公
卿
二
合　
　

公
卿
名
替　
　

公
卿
国
替

　

転
任　
　

公
卿
更
任

　
　

袖
書

臨
時
内
給　
　

内
給　
　

式
部
卿
親
王
被
請
申

帥
大
納
言
藤
原
朝
臣
被
申

　
　
○
約
四
行

分
空
白
、

廿
四
日
、
雨
下
、
風
急
、
早
参
処
、
申
文
少
々
相
残
之
処
、
到
来
、
撰
入
了
、
所
役

以
後
早
出
、
及
天
明
、�

」

廿
五
日
、
雨
下
、
入
夜
晴
、
除
目
竟
夜
処
、
執
筆
申
請
延
引
、

廿
六
日
、
晴
、
除
目
竟
夜
処
、
又
執
筆
依
所
労
可
為
明
日
云
々
、

廿
七
日
、
雨
下
、
除
竟
夜
也
、
祈
年
祭
延
引
、
依
除
目
竟
夜
也
、
任
官
■
注
左
右
、

所
役
、
天
明
之
後
退
出
、
今
夜
所
役
殿
上
人
永
継
也
、
献
盃
之
儀
如
例
、
両
貫
頭
八

座
昇
進
也
、

権
中
納
言
藤
原
雅
永　
　
　
　
　
　

同
実
遠

家
礼
故

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻 四

（
甘
露
寺
）

（
山
科
）

〔
比
〕

（
五
辻
）

御
製

〻
〻

〔
比
〕

〻 五

〔
徙
〕

叙
位
同

之
、（

柳
原
資
綱
）

（
坊
城
俊
秀
）

殿
上

（
貞
常
親
王
）

〻

〻 太
宰
権
帥

〻
〻
〻 （

正
親
町
三
条
実
雅
）

請〻

除
目
中
夜
也
、

（
二
条
持
通
）

〔
目
脱
〕

（
マ
マ
）

（
高
倉
）

（
柳
原
資
綱
・

〻

坊
城
俊
秀
）

（
飛
鳥
井
）

（
西
園
寺
）
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参
議
藤
原
資
綱
兼
、　

　
　
　
　
　
　

同
俊
秀
兼
、�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
政
賢

大
外
記
中
原
師
幸　
　
　
　

右
少
史
高
橋
俊
職

侍
従
藤
原
雅
国　
　
　
　
　
　
　
　

同
季
茂

治
部
少
輔
藤
原
種
光　
　
　

民
部
大
輔
賀
茂
秀
弘

掃
部
助
紀
淳
直　
　
　
　
　

丹
後
守
源
久
任

美
作
守
源
行
昌　
　
　
　
　

筑
前
守
安
陪
広
定

左
近
権
中
将
藤
原
季
定　
　
　
　
　

同
公
国�

」

　
　
　

同
季
春　
　

将
監
豊
原
具
秋
楽人

、　
　
　
　
　
　
　

同
冬
秋
楽人

、

左
衛
門
少
志
豊
原
夏
秋
楽人

、

　
　

蔵
人
頭

左
中
弁
藤
原
教
忠　
　
　
　
　

右
中
弁
藤
原
冬
房

　
　

辞
退

権
中
納
言
源
長
賢　
　
　
　
　

参
議
藤
原
永
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
行
豊

廿
九
日
、
晴
、
除
目
任
之
人
々
賀
参
向
也
、�

」

『
広
橋
綱
光
符
案
留
』

「　
　
　

蔵
人
右
兵
衛
佐
藤
原
綱
光

　

放
生
会
奉
行
文
安
五
・

七
・
廿
、�

」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
卿　
　
　

〽
参
儀　

〽
弁　
　

〽
使

〽
内
蔵
助　

〽
右
馬
頭
在盛

、

〽
両
局　
　

〽
極
臈　

〽
御
導
師
重
源
、

自
是
申

〽
馬
自
武
家

被
出
之
、　

左
右
馬
寮
但
是
ハ
自
六
位
相
催
歟
、奉

行
不
知
、自
出
納
催
之
云
々
、　�

」

石
清
水
放
生
会
任
例
可
被
催
沙
汰
之
状
如
件
、

　
　

七
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光

　

蔵
人
中
務
丞
殿�

」

石
清
水
放
生
会
任
例
可
被
催
沙
汰
之
状
如
件
、

　
　

七
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
（
花
押
）

四
位
大
外
記
殿

四
位
史
殿�

」

石
清
水
放
生
会
可
令
参
行
給
者
、
依

天
気
如
此
所
候
也
、
仍
言
上
如
件
、
綱
光
誠
恐
謹
言
、

　
　

七
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光
奉
、

進
上　

四
条
大
納
言
殿�

」

　
　
　

久
我
大
納
言
殿
領状

、�

　
　
　
　

追
言
上
、
御
参
事
別
而
被
下
御
点
候
、
殊
可
令
得
御
意
給
候
也
、
重
謹
言
、

石
清
水
放
生
会
可
令
参
行
者
、
依

（
柳
原
）

（
坊
城
）

（
庭
田
）

（
武
者
小
路
）

〔
倍
〕

（
橋
本
）

（
四
辻
）

（
葉
室
）

（
万
里
小
路
）

（
庭
田
）

（
高
倉
）

（
世
尊
寺
）

（
表
紙
）

典
薬
盛
長
申
遣
之
、

（
丹
波
）

（
勘
解
由
小
路
）

〻
〻
〻

□

〻 令
申〻

〻 給
、仍
執
達

〻

（
清
原
業
忠
）

（
壬
生
晨
照
）

〻

〻
〻

（
隆
夏
）

（
通
尚
）

〻 向

〻
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天
気
所
候
也
、
仍
上
啓
如
件
、�

」

　
　

七
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光
奉
、

謹
上　

中
山
宰
相
中
将
殿

　
　
　

左
宰
相
中
将
殿
如
此

也
、

　
　
　
　

追
執
啓
上
啓
、

　
　
　
　
　

御
参
事
、
別
而
御
点
候
、
殊
可
得
御
意
候
也
、�

」

石
清
水
放
生
会
可
令
参
向
給
者
、
依

天
気
執
達
如
件
、

　
　

七
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光�

」

謹
上　

右
少
弁
殿
故障

、

　
　
　

権
弁
殿
是
は
執
啓

と
書
之
、

　
　
　
　

追
申
、

　
　
　
　
　

御
参
事
、
御
点
候
、
殊
可
令
存
知
給
候
也
、

□
位

石
清
水
放
生
会
可
令
参
向
給
者
、
依

天
気
執
達
如
件
、

　
　

七
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光

謹
上　

伯
中
将
殿

　
　
　
　

追
申
、

　
　
　
　
　

同
、�

」

石
清
水
放
生
会�

可
令
導
師
可
令
存
知
給
者
、

天
気
如
此
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

七
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光

謹
上　

光
明
院
僧
都
御
房

故
障

領
状
、

　
　
　

石
泉
院
律
師
御
房

―
―
―
―
―
―
是
ハ
内
蔵
助
也
、
是
日
比
内
蔵
助
長俊

、死
云
々
、
仍
新
任
也
、

□
卿　

久
我
大
納
言

文
安
五
年
八
月
十
一
日　
　

宣
旨

　
　
　

橘
朝
臣
家
益

　
　
　
　

宜
任
従
五
位
下�

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
人
右
兵
衛
佐
藤
原
綱
光
奉
、

文
安
五
年
八
月
十
一　

宣
旨

　
　
　

賀
茂
朝
臣
在
盛

　
　
　
　

宜
任
左
馬
権
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
人

奉
、

口
宣　

一
紙
献
上
之
、
早
可
令
存
知
給
之
状
如
件
、
綱
光
誠
恐
謹
言
、

　
　

八
月
十　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光

進
上　

久
我
大
納
言
殿�

」

石
清
水
放
生
会
延
引
、
可
為
来
月
十
五
日
、
御
奉
行
事
可
令
存
知
給
由
、
被
仰
下
候

也
、
仍
言
上
如
件
、
綱
光
誠
恐
謹
言
、

　
　

八
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光
奉
、

進
上　

久
我
大
納
言
殿�

」

石
清
水
放
生
会
延
引
、
可
為
来
月
十
五
日
、
御
参
向
事
可
令
存
知
給
之
由
、
被
仰
下

廿〻（〻
親
通
）

（
中
山
親
通
）

〻
〻

（
日
野
勝
光
）

（
甘
露
寺
親
長
）

〔
五
〕

啓〻（
白
川
忠
富
）〻

御〻

〻
〻

〻 此

〔
上
〕

叙〻
〻 五

日〻

進
五
日

〻
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候
也
、
仍
上
啓
如
件
、

　
　

八
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
佐
綱
光
奉
、

謹
上　

中
山
宰
相
中
将
殿

石
清
水
放
生
会
延
引
、
可
為
来
月
」
十
五
日
、
御
参
向
事
可
令
存
知
給
候
也
、
仍
執

啓
如
件
、

　
　

八
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

謹
上　

権
弁
殿

　
　
　

伯
中
将
殿

石
清
水
放
生
会
延
引
、
可
為
来
月
十
五
日
、
可
令
申
沙
汰
給
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

―
―
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

蔵
人
中
務
丞
殿

石
清
水
放
生
会
延
引
、
可
為
来
月
十
五
日
、
可
被
催
沙
汰
之
状
如
件
、

　
　

八
月
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判

　
　
　

四
位
大
外
記
殿

　
　
　

四
位
史
殿�
」

石
清
水
放
生
会
式
日
延
引
、
可
為
来
月
十
五
日
、
可
令
存
知
給
由
、
被
仰
下
候
也
、

恐
々
謹
言
、

　
　

八
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
兵
衛
綱
光

　
　
　

八
幡
検
校
法
印
御
房

一
、
御
導
師
に
も
来
月
十
五
日
由
催
了
、�

」

　

石
清
水
放
生
会

　
　

上
卿　
　
　
　
　
　

馬
寮

久
我
大
納
言　
　
　
　
　

右
近
衛
府

　
　
　
　
　
　
　
　

在
盛
也

　
　

参
議　
　
　
　
　

御
導
師

左
宰
相
中
将　
　
　

範
誉
僧
都

　
　

弁

冬
房
朝
臣

　
　

右
近
衛
府　
　
　
　

内
蔵
寮

忠
富
朝
臣　
　
　

助
ヽ
ヽ�

」

〻
〻
〻

駿
川
少
路

（
範
誉
）

〻
〻
〻
〻

（
万
里
小
路
）

（
白
川
）

（
橘
家
益
）
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